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問問合せ　申申込み

令和２年度情報公開・個人情報保護制度の運用状況

※情報公開、個人情報開示などの請求に対する決定について不服がある場合は、審査請求をするこ
とができます。その場合は、情報公開・個人情報保護審査会において審査します

※情報公開、個人情報保護制度の実施状況の詳細は、市役所２階「市政情報コーナー」で閲覧する

ことができます。また、市ホームページからもご覧いただけます

公開請求の処理状況

実施機関
請求の件数

計
処理状況

当該年度中の
請求件数

前年度中の請求にお
ける未決定件数 公開 一部

公開 非公開 取下げ 未決定

市長 ３９０ １ ３９１ ３６３ ２１ ７ ０ ０

教育委員会 ２７ ０ ２７ １９ ５ ３ ０ ０

水道事業管理者 １２ ０ １２ １１ １ ０ ０ ０

下水道事業管理者 ３２ ０ ３２ ２９ ２ １ ０ ０

計 ４６１ １ ４６２ ４２２ ２９ １１ ０ ０

一部公開、非公開の理由の内訳

理由の区分 件数

個人に関する情報 １４

法人などに関する情報 ２２

情報不存在 ８

計 ４４

決定に対する審査請求の状況

当該年度中の

不服申立て件数

前年度以前の審査請求

における未決定件数
計

処理状況

決定済
取下げ

審議会に

諮問中認容 一部認容 棄却 却下

２ ０ ２ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

●情報公開制度
　情報公開制度は、市民の皆さんと市との共有物である公文書を公開し、行政の諸活動を市民に説
明する責務を果たすことにより、開かれた行政を確立し、市民の市政への参加を推進しようとする
ものです。公開請求は、誰でも行うことができ、個人の権利利益を保護する必要があるなど、一定
の理由に該当する場合を除いて公開します。

※１件の請求に対して複数の理由がある場合がありますので、

件数の合計は、一部公開、非公開の合計とは一致しません

●個人情報保護制度
　個人情報保護制度は、個人の権利利益を保護するため、市が保有する個人情報の適正な取り扱い
を定めるとともに、個人情報の開示、訂正などを求めることができるものです。個人情報の開示請
求は、原則としてその個人情報の本人のみが行うことができ、法令などによって開示できないなど、
一定の理由に該当する場合を除いて開示します。

●決定に対する審査請求はありませんでした。

■問合せ＝行政経営課 ☎（２０）３００５　 gyouseikeiei@city.sano.lg.jp

開示請求の処理状況

実施機関

請求の件数

計

処理状況

当該年度中の
請求件数

前年度中の請求にお
ける未決定件数 開示 一部

開示 不開示 取下げ 未決定

市長 １１ ０ １１ ８ ３ ０ ０ ０

消防長 ３ ０ ３ １ ２ ０ ０ ０

教育委員会 １ ０ １ ０ １ ０ ０ ０

農業委員会 １ ０ １ １ ０ ０ ０ ０

計 １６ ０ １６ １０ ６ ０ ０ ０

※一部開示の理由の内訳は、６件とも「第三者に関する情報」になります
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皆さんの生活に関することについてのお知らせです。

避難所開設状況および混雑状況が確認できます

　避難所が開設された際に、どこの避難所が開設されているか、避難所がどのくらい混雑

しているか、確認できるようになりました。右の二次元バーコードからご確認ください。

　

避難所が開設された際は、図１のように避難所の混雑状況が４段階で表示されますので、避難す

る際の参考としてください。

　

避難所が開設されていない時は、図２のように表示されます。

■問合せ＝危機管理課 ☎（２０）３０５６

▲図２（避難所が開設されていない時）

▲図１（避難所が開設されている時）

混雑状況表示例（４段階）

　　　　　：空いています

　　　　　：半分程度
　　　　　　埋まっています

　　　　　：多少混雑しています

　　　　　：満員です
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原
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２
日
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４
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日
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８
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３
時
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＝
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